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（ 要 　約 　 ）

　地 域福祉 に か か わ る評価 に は、福祉サ
ー

ビ ス を 自ら評価す る 自己 評価 と公 正 ・中立 な外部 の 第三 者 に評価され

る第三 者評価ある。各事業者 が 受審す る こ とに よ り、提供 され るサ
ー

ビ ス の 質 が見直 され、よ りよい サービス 提

供 をす る こ と を意図 して 行わ れ る も の で あ る。第三 者評価 を 受審する こ と を通 して 、各事業所 が提 供す る 福祉 サー

ビ ス に つ い て 職員 が サー
ビ ス 利用 者の 視座 に 立 っ て 吟味 し、問題点 に 気 付 き改善 され サービ ス の 向上 が 図 られ る

もの で ある。各事業者 に お い て は、「施設改善委員会 」 等を設けて 、提供す る サ
ービ ス を継続的に 見直す組織体

系 が構築 され る。こ の よ うな
一

連 の 評価作業 を恒常的に 実施 され る こ とに よ り、サ
ービス 利用者や 家族 に安 心 ・

安全 ・
安寧 な サ

ー
ビ ス が 享受で きる と され て い る。あ らた め て 福祉 にお け る サービス と評 価等 の あ り方 に つ い て

考察 し た。

は じめに

　2000年 に社会福祉事業法か ら社会福祉 法 に移行 した。社会福祉 法に移行 し社 会福祉実践にお い て 「何

が 生 ま れ、何 が 失 わ れ た か 」 を概観 した い 。社会福祉法 で は 「措置 を 有す る者」 と い う表 現 か ら 「福祉

サ ービ ス を 必 要 とする者」 へ と表現 が変わ っ た 。国民が社会福祉サービ ス を利用する権利主体 で あ る と

い うとい う理念を含ん で い ると述べ られ て い る
’ 23

。10年を迎え よ うとする中で 私 た ち は 福祉サービ ス

を利用す る主体と な っ て い る の で あろ うか。社会福祉サ ービ ス 概念に お け る サ ービ ス を通 して 従来の 商

業経 済に おけるサ
ービ ス 概 念か らの 質転 換が求め られ て い る。サ

ービ ス （service ） とは、広辞苑第 6 版

に よ れば、奉仕 。「サ ービ ス 精神 」 給仕。接待。「サ ービ ス の い い 店」 「サー ビ ス 料」 商売で値引き し た

り、客の 便宜 を 図 っ た りす る こ と。「付属 品 を サー ビ ス する」 「ア フ ターサー ビ ス 」 物質的生産過程 以 外

で 機能す る 労働 。用役。用務 u
「サ

ービ ス 産業 1 と記 され て い る。従来 は、サ
ービ ス は商業的な用語 と

し て 理 解 され使用 され て い る。サ
ービス を受給す る 側 は 、対象 と な る 商 品 を如何 に 安 く購 入 す る か 第

一・

で あ る。
一一

方サービ ス を提供する側は 、如何に 商品 を売 り上げ る か に 大 きな関心があ る 。 商品 の価値を

媒介 し、提供側 と受給側 の 綱引き の なか で サ
ービ ス とい う行為 が 生 じ る。一

般 にサ
ービス は、形 と して

目 に み え る も の で は な い 無 形 財 で あ り、サ ービ ス 提 供者と サ ービ ス 利 用者 と の 問 で 生 じ、同 時 に 消 費さ

れ る もの で あ る と言われ て い る 。

　福祉サ
ー

ビ ス とい う用語 が多用 され る の は 、1990年代 の 「措置 」 か ら 「契約 」 へ の パ ラ ダイ ム の 転換

と言 わ れ た 時期 で ある。契約す るの は福祉サ
ービ ス を必要す る利用者 で あ る。し か し、基礎構造改革 の

時勢 の 中で 福祉 サ
ー

ビ ス を必 要 とする 人 々 が主体的 に 利用 で きた とは考えに くい。福祉サービ ス と い う

手 に と っ て 実感で き ない もの を利用す る 手掛か りや手立 て を誰 もが 入手 で きた と は考え に くい 。そ こ に
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サ
ービ ス を評価する 手法が必要に な っ た 。 障害者福祉、介護福祉、保育などの サー ビ ス に っ い て 、市場

の メカ ニ ズ ム が 供給体制 に組み込まれ、福祉 サ
ービ ス 利用者 の 保護 と事業者間 の 公正 な競争 の 条件整備

の た め に 、サ ービ ス の 質 を専門的 ・客観的 に 評価す る仕組 み が 必要 とな っ た。
4

社会福祉分野 の 評価 は 、

サービ ス の利用者に対する評価、専門職 ・従事者に 対する評価、機関
・施設 （サービ ス 事業者〉に対す

る 評価 とプ ロ グ ラ ム を単位 とす る 評価等 々 さま ざまな評価 があ る。わが 国 は 第 二 次世界大戦後 ア メ リカ

か ら統計的品質管理技法 を導入 し、QC サ
ー

クル 活動 を中心 と したボ トム ア ッ プ の 品質改善活動 を展開

し た
5

。そ の結果、自動車製造業に み られ る よ うに 世界で も極め て 品質 の 高 い 製品を市場 に送 り出 して

い る。現在 は 、QC だ けで な く、　 I　S　O （lnternational　 Organization　for　Standardization：国際標 準化機

構） 9000等 を利用 した トッ プダ ウン を主体 と し た品質管理運動 に よ っ て 品質を保持 し、また これ を保証

で きる体制 （品質保証 シ ス テ ム ） を整備す る こ とに よ っ て 、さらに 経営品質を向上 させ よ うとい う動 き

を 活発化 させ て い る。 ISO は、商品開発、製造分野、経営分 野等 々 会社 ぐるみ の 評価 で ある。　 ISO

は、品質を 「本来備わ っ て い る特性 の集ま りが、要求事項を満たす程度」 と定義 して い る。製品 で あれ

ば、顧客 の ニ
ーズや要求を把握 し て 設 定す る 「企画 品質 」 、企画 された品質 を設計図 に 反 映 させ 規定す

る 品 質で ある 「設計品質」、設計 品質に基 づ い て 製造 され た 物 の 品質 で ある 「適合品質 」、顧 客が使用す

る とき の 品質で あ る 「使 用品質」 とい うよ うに 区 別があ る。サービ ス に っ い て は、明確な区別 を して 品

質 を評価 し て こ な か っ た
。 また サ

ー
ビ ス の 質 の 評 価 と し て は 、伝統 的な 手 法 と して 、 ドナ ベ デ ィ ア ン

（Donabedian＞の モ デル が あるが、そ の 質の 評価は、「構造 （structure ）1 「経過 （process）」 「成果 （outcome ）」

とい う3 階層す べ て の 評価 に よ る と示 され て い る 。 こ こ で 示 され て い る 構造 （structure ） の 評 価に 用 い

る の が 「設計 品 質」 の 考え 方 で あ り、過程 （process） に 用 い る の が 「適合 品質 」 の 考 え 方 で あ る e 総合

的 な評価 に あた る 成果 は 、「使 用品質」 とい えよ う。 最終的 に は 、顧 客が使用する と きの 品質で あ る

「使 用品質」 に よ っ て 、顧客 の 満 足度は 左 右 され る こ とに な る。サ
ー

ビ ス の 質 の 評価 は 、医 療や看護、

福祉に お い て もサ
ービ ス 概念は確立 され て い る とは言 い 難 い 。それ らの な か にあっ て 機 関 ・施設 を対象

とす る 福祉サ
ー

ビ ス 第三者評価事業 （第三 者評価）があ る。社会福祉施設 に お い て も ISO を取得 し施

設評価 の 位 置 づ けを図ろ うとす る動 き も見 られ る よ うで あ る。先 に 述 べ た ISO は 、ト ッ プ ダ ウ ン で の

評価手法で あ る が 、取得す る 過程 に お い て 諸般 の 問題 点を改善 し基準を満 た し認証 を受 ける。 ISO 認

証 は 、評価基準 を満 た した証 で あ り、第三者評価 は 、評価行為 に より問題点 に 気付 き改善す る仕組 み で

ある 。 み え 第三 者評価事業 を概観 し な が ら地域福祉 の サ
ービス と評価を概観す る。

6

1 ．第三 者 評価事業の 視点 と方法

　都道府県に お け る第三 者評価が あ る 。 第三 者評価 の 受審は 、事業者 の 任意 で あ り受診す る 否 か は 、事

業者 が判断 され るもの で ある。各事業者が 提供す る福祉サ
ービ ス の 向上 を図 るた め に 自らが 行 い 改善し

よ うとす る 意欲 に 基 づ き 受審され る の で あ る。 しか し、事業者 は 、社会福祉 法第78条 に お い て 、提 供す

る福祉サー ビ ス の 質 の 向上 を図 る た め 、提供す る 「サ
ービス の 質 の 向上 」 を評価等 を用 い て 行 うこ とが

求 め られ て い る。ま た、評価機 関 に よ る 「評価結果 」 と事業者に よ る 「改善計画」 は 広 く住民 に ホーム

ペ ージ等 で 公 表 され る 。
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　福祉サ
ービ ス 第三者評価 は、2001年 5 月 「福祉 サ

ービ ス の 第三者評価事業 の 実施 要領に っ い て （指

針 〉」、同年 7 月　「2001年度版　障害者 ・児童福祉施設 の サ
ービス 共通評価基準 」、2004年 4 月　「児童福

祉施設 に お け る福祉サー ビ ス の 第三 者 評 価事業の 実施 要 領 に っ い て （指針 ）」、2003年 5 月　「児童 福祉施

設におけ る福祉 サ
ービ ス の 第 三者評価事業 の 実施要領 にっ い て （指針 ）」 を発出 し、福祉 サービ ス 第三

者評価基準等に つ い て 示 され た 。福祉 サ
ービ ス 第三者評価事業 の 推進体制 、福祉サ

ー
ビ ス 第 三者評価基

準ガイ ドライ ン 等に つ い て 研究され福祉 サ
ービ ス 第 三 者評価事業 の 推進 体制等 の 指針 が 示 された。

1 ．福祉サ ー ビス 第三 者評価事業の 目的等に つ い て

　（1）経営者 の 責務及び福祉 サ
ービ ス 第三者評価事業 の 位置づ け ；社会福祉法第78条第 1 項 で は 、社会福

祉事業の 経営者は、自らそ の 提供するサ
ービ ス の 質の 評価そ の 他 の 措置 を講ずる こ とに よ り、利用者の

立場に 立 っ て 良質か っ 適切な福祉サ
ービ ス を提供する よ う努め なけれ ばならない こ ととされ て お り、社

会福祉事業 の 経営者が福祉サ
ービ ス 第三者評価 を受け る こ とは、社会福祉事業 の 経営者が行 う 「福祉サ

ー

ビ ス の 質の 向上i の た め の 措置 の
一

環 で あ る こ と。した が っ て 、福祉サ
ービ ス 第 三 者評価事業 は 、社会

福祉事業の 経営者が 行 う 「福祉サ
ービ ス の 質の 向上 」 の た め の 措置 を援助するため の 事業 で ある こ と。

  福祉サ
ー

ビ ス 第三者評価事業の 目的 ：福祉サービ ス 第三 者評価事業は、個々 の 事業者が事業運営に お

け る 問題点 を把握 し 、サ
ー

ビ ス の 質の 向上 に結び つ け る こ とを 目的 とする もの で あ る こ と 。 な お 、福祉

サ ービ ス 第三者評価を 受 けた 結果 が 公表 され る こ とに よ り、結果 と し て 利用者 の 適 切なサ
ービ ス 選択 に

資す るた めの 情報 とな る こ と。（3）国の 責務 ：社会福祉法第78条第 2 項で は、国 は 、社会福祉事業の 経営

者が 行 う 「福祉サ
ービ ス の 質 の 向 上 」 の た めの 措置を援助す る ため に 、 福祉サ

ー
ビ ス の 質の 公 正 か つ 適

切な評価の 実施 に資する た め の 措置を講ずる よ う努め なければな らな い こ と とされ て お り、福祉 サ
ービ

ス 第 三 者評価事業 の 普及促進等 は 、国 の 責務 で あ る こ と。

2 ．福祉サー ビス 第三 者評価事業の 推進体制

　（1）全国 の 推進組織

　 1 ．業務 ： 全社協は 、福祉サ
ービ ス 第 三 者評価事業 の 推進及び都道府 県にお ける福祉サ

ービ ス 第 三 者

評価 事業 の 推進組織 （以 下 「都道府県推進組織 」 とい う。） に 対す る 支援を行 う観点 か ら、以 下 の 業務

を行 うこ と  道府県推進組織 に 関す る ガイ ドラ イ ン （別添 1 ）の 策定 ・更新に 関する こ と　   福祉サー

ビ ス 第三 者評価機関認証 ガ イ ドライ ン （別添 2 ＞ の 策定 ・更新に関す る こ と　   福祉 サ
ービス 第三者評

価基準ガイ ドラ イ ン （別添 3 ）の 策定 ・更新に関する こ と　   福祉サ
ービス 第三者評価結果 の 公表 ガ イ

ドラ イ ン （別添 4 ） の 策定 ・更新 に 関す る こ と　  評価調査者養成研修等モ デル カ リ キ ュ ラム （別添 5 ）

の作成 ・更新そ の他評価調査者養成研修に関する こ と　   福祉 サ
ービ ス 第三者評価事業の 普及 ・啓発に

関す る こ と　   そ の 他福祉 サ
ー

ビ ス 第三 者評 価事業の 推進 に 関す る こ と

　 2 ．組織 ； ア の 業務 を実施す る に 当た り、   福祉サー ビ ス 第三 者評価事業の 公 正 ・
中立 性及 び専門性

を確保する観点 か ら、学識経験者等 で 構成 される評価基準等委員会　  福祉 サ
ー

ビ ス 第三者評価基準及

び 福祉サ
ー

ビ ス 第 三 者 評価機 関認 証 要 件 等 に 関す る情報交換 そ の 他福祉 サ
ービス 第 三 者評価事業 に関す
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る普及
・啓発 の た め の 協議 を行 うた め 、都道府県推進組織及 び 福祉サ

ービ ス 第三 者評価機 関を構成員 と

する評価事業普及協議が各 々 全社協 に設置され る こ と。

　  都道府県 の 推進組 織

　都道府 県は、都道府県 の 判断 の 下、「都道府県推進組織に関す るガイ ドライ ン 」 を設 け る。都道府県

に おける福祉サ
ービ ス 第三者評価事業 （第三者評 価事業）、の 推進組織 （都道府県推進組織） は、各都

道府県 に
一

つ に 限 り設置す る。第二者評価事業は 都道府県、都道府県社会福祉協議会、公 益法人又は都

道府県が適 当と認め る 団体に 設置す る もの とす る。そ の後業務は 、以下 の 7 つ の 業務を行 う。  第三 者

評価機 関の 認証 に 関す る こ と  第 三者評価基 準及び第 三 者 評価 の 手法 に関す る こ と  第 三 者 評価結果 の

取 り扱 い に関す る こ と  評価調査者養成研修及 び評価調査者継続研修 に関する こ と  第 三 者評価事業 に

関する情報公 開及 び 普及
・啓発 に 関する こ と  第三者評価事業に 関する苦情等 へ の 対応に 関する こ と 

そ の 他第三者評価事業 の 推進 に 関する こ とを行 うもの で あ る。

　都道府 県推進組織 は、上記 の 業務 を実施す る に 当た り、第三者評価事業 の 公正 ・中立性 を確保す る観

点 か ら業務に 関す る 委員会を設置す るもの とす る。  第 三者評価機 関認 証委員会 は、第 三 者 評価委員会

の 認証、苦情等への 対応、推進に 関す る こ と を行 う。  第 三者評価基準等委員会は、第 三者評価基準及

び評価 の 手 法、結果 の 取 り扱い 、  評価調査者養成研修及 び評価調査者継続研修   情報公 開 及 び普 及 ・

啓発 に 関す る 委員会 を設 置す る。又 、上 記委員会以外 に都道府県推進組織 の 判断 の 下 で 必要 な委員会を

設置す る こ とが で き る。

　第 三 者評価機関 の 認 証 とは、都 道府県推進組織 が 「福祉 サ
ービス 第 二 者評価認証機関認証 ガイ ドラ イ

ン 」 に基 づ い て 、第 三者評価機 関認証要件 を策定す る。都道府県 の 状況 に よ っ て は、必 要 に 応 じて 「福

祉サ ービ ス 第三 者評価認証機関認 証ガ イ ドラ イ ン 」 を満た し た 上 で 所要 の 修 正 を行 うこ と が で き る。都

道府県推進組織 は、第 三 者評価機 関の 申請を受 け、都道府 県推進組織 が 策定 し た第 三 者評価機 関認証要

件に基づ き認証を行 うこ と が で き る。

　第三者評価基準及び第三者評価 の 手法 は、都道府県推進組織が 「福祉 サ
ービ ス 第 三者評価 基準ガイ ド

ライ ン 」 に基づ い て 、第三者評価基準を策定する。都道府県 の 状況 に よ っ て は、必 要 に応 じて 「福祉サ
ー

ビ ス 第 三者評価基準 ガ イ ドライ ン 」 を満た し た 上 で 所要 の 修正 を行 うこ と が で き る．第三者評価 の 手法

は 、書面 審査 及 び訪問調査 に よっ て 行われ る。第 三 者評価 を行 う事業者は、み ず か らが関係 する事業所

の 第三 者評価 を行 うこ と は で きな い 。第 三 者評価結果 の 取 り ま と め は、第 三 者評価 の 公 正 ・
中立 性 を確

保す る観点よ り、評価調 査者の 合議に よ っ て行わ れ る 。 利用者 の 意向を把握す る こ との 重要性 を鑑 み て 、

第三 者評価 と併 せ て 利用者調査を実施す るこ とが望ま しい の で ある。

　第三 者評価機 関 は 、事業所 の 同意 を 得 て 「福祉 サ ービ ス 第 三者者評 価結果 の 公 表 ガ イ ドラ イ ン 」 に 基

づ き、第 三者評価結果 を公 表す る。そ の際、「福祉サ ービ ス 第三 者者評価結果 の 公表 ガイ ドラ イ ン 」 満

た した 上 で あ れ ば所要 の 修 正 を行 うこ とが で き る。また、第 二 者評価機関 は 、都 道府 県推進組織に 対 し

て 「福祉サ
ー

ビ ス 第 三者者評価 結果 の 公表ガイ ドライ ン 」 に基 づ き、第 三 者評価結果 を 報告す る こ と に

よ り、上 記 に 掲げ る公 表 に 差 し替え て差 し支 えな い 。都道府県推進組織 は 、第 三 者評価機 関 か ら第 三 者

評価結 果 の 報告 を受 け、「福祉サ
ー

ビ ス 第 三 者者評価結果 の 公 表 ガ イ ド ラ イ ン 」 に 基づ き、当該第二 者
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評価 結果を公表 す る。ただ し、「福祉サ
ービ ス 第 三 者者評価結果の 公 表ガ イ ドライ ン 」 を満た し た上 で

所要 の 修正 を行 うこ と差 し替えて 差 し支え ない 。なお 、公表する こ とに っ い て 事業所 の 同意を得 て い な

い 第三者評価結果 につ い て は 、 公表を しない 。

　都道府県推進組織は、第 三 者評価機関 の 評価調 査者 及 び 評価調 査 者候補 を含 み 評価調査者養成研修及

び 評価調査者継続研修を行 う。そ の 講師 は、金社協 の 実施する評価調査者指導研修を終 了 した もの が行

う。都道府県推進組織 は 、都道府県推進組織に 関す る事項及び認証 し た第三者評価機関に関する事項

（名称、代表者、所在地、評価対象 サービ ス 及 び 評価料金等 々 ）にっ い て情報公 開をする。ま た 、第三

者評価に 対 し て 正 し い 理解及び受審の 促 進 に向けた普及
・啓発 を行 う。第 三 者評価事業 に対する苦情処

理 に つ い て 、適切に 対応す る。そ の 他 と して 認 証 した 第三 者評価機 関 との 定期 的な情報交換を行 い 、第

三 者評価事業の 推進に 関す 業務を行 う。さらに、毎年度終了後速やか に 全国社会福祉協議 会に対 して 、

全国社会福祉協議会 の 定め る様式等に よ り、事業の 実施状況 を報告す る。

　評価手法及 び 評価基準 に 関す る こ と は 、（D評価手 法 （以 下の     を同時 に 実施する 。   第三者評価 ：

公 正 ・中立な第三 者機関 が 、専門的か っ 客観的な立場か ら福祉サ ービ ス を評価す る。  自己評価 ： 第三

者評価 と同 じ評価基 準で （※）、受審者 （施設） 自ら提供 して い る 福祉サ ービ ス を評価 する。

　※ 保 育所等 の サ
ー

ビ ス 内容評価基準は 自己 評価 の み とす る。

福祉第三 者評価 の 手順表

受 審者 第 三 評 価機 関

ス テ ージ 1　 第 … 者評 緬 ・自己評 価 の 説 明 全 職員への 説明 第 三者 評 価 の 説 明　 自己 評 価の 説明

ス テ ージ 2　 自己評価委 員会 の 結 成 自己 評価 委員 会 の 結 成

ス テ ージ 3　 自己評価 の 実施 自己 評価 の 実施

ス テ
ー

ジ 4　 自己 評価 委 員 会 に よ り議 論 自己 評価委員会に よ る 議論

ス テ ージ 5　 訪問 調査 訪 　 問　 調 　 査

ス テ ージ 6　 訪問 調査 の 結果 分 析 訪問 調査 の 結果 の 検討

ス テ
ー

ジ 7　 評価結果 の 作成及 び 報告書の 作成 評 価結果 の 作 成 と報告 、評価 結 果 の 作

成、施 設への 報 告 ・承 認

ス テ
ー

ジ 8　 改 善 計画 の 作成 改善計画 の 作 成 （評 価 機 関

への 報告 ）

ス テ
ー

ジ 9　 県への 評価結果、改 善計 画 の 報告 ・公表 県への 結果 報告及 び 改 善計 画 の 報 告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一
県に よ り公 表

　「み え福祉第三者評価 」 は 9 つ の ス テージ か ら構成され て い る。み え独 自の 手法 と し て は 、
「自己評価」

重視 の 原則 の もとに 、  自己評価委員会 の 結成 （ス テ
ー

ジ 2 ）　  自己評価の 実施 （ス テ
ージ 3 ）　  自

己評価委員会に よ る議論 （ス テ
ー

ジ 4 ）が あ る。  使用す る 評価項 目 ： 「A 福祉第三 者 評 価 」 に お け る

評価項 目 の 構成 は 、  福祉 サービス 第 三 者評価基準 は 、国 が 定 め た 評価 基準 に準拠 し て い る 。　  福祉

サ ービ ス 第 三 者評価基準保 育所版は 、国 が 定め た 評価基 準に、「地域交流」 に 関する 独 自基準 6 項 目 を
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加 え て い る。　  各評価基準 は、第三者評価 ・自己評価共通 と し、保育所 （及 び障害者児施設） の 自己

評価 に つ い て は 、サ ービ ス 内容評価基準 をオプシ ョ ン で加える こ とが で きる。

【汎用版】 第三 者評価 ・自己評 価 共通 福祉 サ
ービ ス 第三 者 評価基 準 55 項 目

【保育所版】 第三 者評価 ・自己評 価共通 福祉 サ
ービ ス 第三者 評価基準 55 項 日 三重県独 自基準 ＋ 6項 目 全 61 項 目

又 は

第 三 者評価 ・自己 評価共 通　 自己 評 価 OP　福祉 サ
ービ ス 第 三 者 評 価 基 準 55 項 目

サ
ービ ス 内容 　三 重 県 独 自基 準　＋ 6 項 目　評価基 準 34 項 目

むすび

　人生 の 「生 ・病 （障）・老 ・死 」 とい うラ イ フ ス テ
ージ を歩 む人 は 、住 み慣 れ た 地 域で安心 ・安全 ・

安寧な生活 を営みたい と誰も考 え る 。 福祉サ
ービ ス を必要 とす る者も必 要と しな い者も社会福祉 サ

ービ

ス を 利 用 す る 権利 主体形成 をど こ で 深 め た らよ い の で あ ろ うか。地域の 生活者 と し て 近隣 の 住民 と地域

の 福祉課題 に係 わる事 を通 して 地域を住みやす く術を考え る行為を通 し て サ
ービ ス の 創造や サ ービ ス 利

用主体で ある事を 自覚的に 行わな ければな らな い 。生活課題 は多種多様 で あるが 故 に 、様々 な人 の 力 が

必 要 で あ る 。 普通 の 生活 の 中に は 、家政 ・看護 の 力 も必 要 で あ り時 に は 日曜 大 工 の カ も必 要 で あ る。生

活 に 係 わ る仕 事 の 延 長線上 に入 生福祉 へ の 関心 と言 うス テ
ー

ジがあ る
789

。そ こ に関心を寄せ る主体形

成を通 して よ り よ く地域で の 生活 を営む の に必要なサ
ービ ス の 種類や提供先、質の 評価を獲得で き る力

を得る事が 出来 る と考 え る 。
生 活圏 を共有す る 者 が 、地 域 の 福 祉 課 題 へ の 取 り組 み は 、時 と し て 的確 な

解決手段 とはな り得な い こ と もある。地域に住む 人々 が安 心 ・安全 ・安 寧を願 い 身近な福祉課題 に思い

を寄せ 集 え る 場 の 創 出 し よ う とす る 営 み を持 ち合 う事 が 地域福祉実践の 始め の
一

歩で あ り よ り 良い サ
ー

ビ ス を受給で き る 手 立 て を得 る こ とに繋 が る。そ の 営み は 、次 の 世代に 地域 の 伝統や文化 、地域 の 歴 史

を伝承す る こ と が重要 な営み で あ る と考え る 。
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